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埼玉県県土整備部ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針  

 

第１ ＩＣＴの全面的な活用を推進する工種  

   これまでのＩＣＴ施工の試行実績や技術の普及状況等を踏まえ、以下の工種について「ＩＣ

Ｔの全面的な活用」（以下、「ＩＣＴ活用」という）の推進を図るものとする。ただし、その他

の工種についても国の動向などを踏まえ、ＩＣＴの活用の推進を図る必要があると判断された

工種については、積極的にその活用の推進を図るものとする。 

  なお、工種ごとの対象種別・条件、適用する実施要領及び積算要領等については、別表１

「対象工種別の適用種別・条件、実施要領・積算要領」のとおりとする。 

 

 ＩＣＴ活用を推進する工種  

 土工（1,000m3 以上、1,000m3 未満） 

 小規模土工 

 作業土工（床掘） 

 付帯構造物設置工 

 舗装工 

 舗装修繕工 

 地盤改良工 

 河床等掘削 

 砂防土工 

 河川浚渫 

 法面工 

 基礎工 

 擁壁工 

 構造物工（橋梁上部） 

 構造物工（橋脚・橋台） 

 構造物工（コンクリート堰堤工） 

 

第２ 実施体制  

ＩＣＴ活用の推進にあたっては、県土整備部各課所が一体となって取り組む体制を整備し、

ＩＣＴ活用の推進のための各技術に関する実施要領、積算方法など必要な事項を別紙１のとお

り定め、具体的に周知するとともに、実用化が円滑に進むよう対応するものとする。  

なお、実施体制の整備にあたっては、職員の技術力向上に向けた措置を講ずるものとする。  

  

第３ ＩＣＴ活用の推進を図るための措置  

 ３－１ ＩＣＴを活用した工事等  

３－１－１ ＩＣＴ活用工事の実施  

ＩＣＴ活用工事とは、ＩＣＴ活用を推進する工種の実施に当たり、施工プロセスの各段

階において、以下に示すＩＣＴ施工技術を、別途定める実施要領に基づき、全面的に活用

する工事である。  
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各施工プロセスにおけるＩＣＴ活用の条件及び発注方式は、別紙２「対象工種別の各施

工プロセスの ICT 活用条件及び発注方式」のとおりとする。 

【施工プロセスの各段階】  

① ３次元起工測量  

② ３次元設計データ作成  

③ ＩＣＴ建設機械による施工  

④ ３次元出来形管理等の施工管理  

⑤ ３次元データの納品  

 

３－１－２ 必要な経費の計上  

ＩＣＴ活用工事等を実施する場合、以下に応じて必要な経費を計上する。  

（１）ＩＣＴ活用工事（発注者指定型）  

発注者の指定によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、別途定める積算要領により必要

な経費を計上する。  

（２）ＩＣＴ活用工事（受注者希望型）  

受注者からの提案・協議によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、設計変更の対象と

し、別途定める積算要領により必要な経費を計上する。 

なお、受注者希望型として発注されていない工事であっても、受注者からの提案・協

議により、ＩＣＴ活用工事の実施により生産性向上の効果が期待される場合は、発注者

の判断において、設計変更の対象とすることができる。 

 

３－１－３ 総合評価落札方式における評価  

必要に応じて、総合評価方式の評価項目にＩＣＴ施工の実施を評価する項目を設ける。 

 

３－１－４ 工事成績評定における評価  

ＩＣＴ活用工事を実施した場合には、工事成績評定において評価するものとする。  

   
第４ ＩＣＴ活用の推進のための当面の留意点  

ＩＣＴ活用の推進にあたって、受注者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入して活用できるよう

に、以下の項目について発注者として積極的な対応を図る。  

  

４－１ 監督・検査体制の構築と要領等の周知  

ＩＣＴ活用工事において、施工に活用する技術については、その技術に応じた監督・検査

を実施することがＩＣＴ活用の円滑な推進のために必要である。    

このため、ＩＣＴ活用工事に関する監督・検査体制の構築及び要領等を周知し、各要領等

に基づいた監督・検査を実施するものとする。  

  

 ４－２ 設計データの３次元化のための費用負担と３次元設計データの取り扱い  

ＩＣＴ活用を実施するためには個々の技術に適合した３次元設計データ※が必要である。

この設計データの３次元化にかかる費用は発注者が負担するものとする。 

受注者は、作成した３次元設計データを用いて設計図書の照査を行い、その結果を踏まえ

て、発注者は設計図書の変更を行うものとする。 
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※３次元設計データとは、道路中心線形又は法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面

形状、工事基準点情報及び利用する座標系情報など設計図書に規定されている工事目的

物の形状とともに、それらをＴＩＮなどの面データで出力したものである。出来形管理

対象となる位置を線や座標としてデータ化したものも含むものとする。 

 

 ４－３ 機械・機器調達に関する支援制度の周知  

発注者が開催する講習会等を通じ、受注者がＩＣＴ活用工事を実施するのに必要な機械・

機器などを調達する場合、様々な税制優遇措置、補助金制度、低利融資制度を活用すること

がＩＣＴ活用の推進につながるので、活用できる税制優遇措置、補助金制度、低利融資制度

の周知を積極的に実施する。  

  

以   上 



4 

 



5 

 

 


